
記

1 頭書の変更
頭書本文
「地方自治法施行令（昭和22年政令第16号、以下「令」という。）第158条第1項」を
「法第243条の2第1項」に改める。

2 指定管理料の変更
頭書６．指定管理料
「総額　金380,564,200円

「総額　金380,591,000円

3　条項の変更
第13条第１項　中
「令和８年度　金78,212,000円」を
「令和８年度　金78,225,400円」に改める。
「令和９年度　金78,283,000円」を
「令和９年度　金78,296,400円」に改める。

第13条第３項 中

を

に改める。

を

に改める。

令和８年度 請求時期 金額

 大阪府（以下「甲」という。）と一般財団法人大阪府公園協会（以下「乙」という。）との間に締結
した令和５年４月３日付け「府営りんくう公園管理業務協定書」、令和５年６月30日付け「変更協定
書」、令和６年６月10日付け「変更協定書」及び令和７年６月10日付け「変更協定書」の一部を変更す
る協定を次のとおり締結する。

（うち消費税及び地方消費税額　金34,599,181円を含む。）」に改める。

（うち消費税及び地方消費税額　金34,596,745円を含む。）」を

４回目 令和９年１月末 金19,553,000円

１回目 令和８年４月末 金19,553,000円
２回目 令和８年７月末 金19,553,000円

４回目 令和９年１月末 金19,553,000円

２回目 令和８年７月末 金19,566,400円
３回目 令和８年10月末 金19,553,000円

２回目 令和９年７月末 金19,570,750円
３回目 令和９年10月末 金19,570,750円

変　更　協　定　書

令和９年度 請求時期 金額
１回目 令和９年４月末 金19,570,750円

令和８年度 請求時期 金額
１回目 令和８年４月末 金19,553,000円

３回目 令和８年10月末 金19,553,000円

４回目 令和10年１月末 金19,570,750円

令和９年度 請求時期 金額
１回目 令和９年４月末 金19,570,750円
２回目 令和９年７月末 金19,584,150円
３回目 令和９年10月末 金19,570,750円
４回目 令和10年１月末 金19,570,750円



　この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各１通を原協定書と
ともに保有する。

（甲）
大阪府 大阪府岸和田市野田町三丁目13番２号
代表者 大阪府岸和田土木事務所長　木村　克郎

（乙）
りんくう公園指定管理者

大阪府大阪市中央区南船場二丁目６番28号ユタカビル７階
一般財団法人大阪府公園協会
理事長　増山　和弘

令和８年４月28日


